
作成日 2021.2.5 

伊勢原市商工会   

コロナ関連の補助金等まとめ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 

助 

金 

「売上ｕｐにつながる取組」を支援してほしい 

「新しい取組＋コロナ対策」  〃 

https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf 

New! 
予定 

「事業再構築(新分野展開等)」 〃 

https://www.meti.go.jp/covid-

19/jigyo_saikoutiku/pdf/jigyo_saikoutiku.pdf?0125 

小規模事業者持続化補助金【一般型】 

〃 【低感染リスク型ビジネス枠】 

事業再構築補助金【通常枠（中小企業）】

締切 2021 年 2月 5日（金）【最終日当日消印有効】 

補助上限額：50万円 補助率：2/3 他：上乗せあり 

令和２年度３次補正予算案にて実施予定 

補助上限額：100万円 補助率：3/4 

令和２年度３次補正予算案において実施予定 

補助額：100~6,000 万円 補助率：2/3 

「２度目の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業等の影響で売上が減少」したから支援してほしい New! 
支 

給 

額 

法人４０万円以内 

個人２０万円以内 

いずれかにより、2021年 1月または 2月の売上高が対前年比で▲50%以上減少 

① 緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること 

② 緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な 

  影響を受けたこと 

要

件 

一 
時 
金 

中小企業庁 

長官官房 総務課 
 

☎ 

03-3501-1768 

県 
協 
力 
金 

“神奈川県”で実施している補助金とか何かない？ 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止協力金 神奈川県 

協力金 第５弾 

コールセンター 
 

☎ 

0570-055-200 

平日 9~17時 

交 

付 

額 

１店舗あたり 

最大１６２万円 

時短営業日×6万円 

対 

象 

期間：令和 3年 1月 12日(火) ～ 2月 7日(日)まで 

施設：原則、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 

協力：5時から 20時までの時短営業（酒類の提供は 11時から 19時まで） 

注）交付要件（「対象店舗で時短営業の案内をしていること」など）を要確認！ 

融
資 

中小企業庁 
経営革新課 

☎ 
03-3501-1816 

伊勢原市商工会 
 
☎ 

0463-95-3233 

中小機構 
コールセンター 

☎ 
03-6837-5929 

お知らせ！  中小企業庁 

長官官房 総務課 
 

☎ 

03-3501-1768 

上 
限 
額 

日本公庫 ／ 民間(信用保証) 
４,０００ → ６,０００万円 

要 
件 
等 

①「直近 2週間以上(の売上減少)」での比較可 ←「直近 1ヵ月」 

② 申請時に「試算表」を省略可  ③申請時に「押印」不要 

ご注意）作成日時点での情報です。日々情報は更新されますので、参考資料としてご利用ください。 

New! 
予定 

https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/jigyo_saikoutiku.pdf?0125
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/jigyo_saikoutiku.pdf?0125

